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経済財政運営と改革の基本方針 2024

～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～
（骨太方針2024）

令和６年６月 21 日

第２章社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現
～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～

・最低賃金を目標より早く全国加重平均1,500円とする

・非正規雇用労働者の同一労働同一賃金の更なる徹底

１ 賃金引上げをめぐる状況
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１．豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」

（１）賃上げの促進
～略～

最低賃金は、2023年に全国加重平均1,004円となった。公労使三者で構成する
最低賃金審議会における毎年の議論の積み重ねを経て、2030年代半ばまでに全国
加重平均を1,500円となることを目指すとした目標について、より早く達成がで
きるよう、労働生産性の引上げに向けて、自動化・省力化投資の支援、事業承継
やＭ＆Ａの環境整備に取り組む。今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最
低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を図る。
～ 中略 ～

非正規雇用労働者について、希望者の正社員転換の促進、都道府県労働局・労
働基準監督署による同一労働同一賃金の更なる徹底を進める。各種手当等の待遇
差是正に関する調査等を踏まえ、ガイドラインの見直しを検討する。いわゆる
「年収の壁」を意識せず働くことができるよう、「年収の壁・支援強化パッケー
ジ」4 の活用を促進するほか、被用者保険の適用拡大等の見直しに取り組む。

１ 賃金引上げをめぐる状況
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１．豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」

（１）賃上げの促進
～続き～

建設業やトラック運送業の持続的・構造的賃上げに向け、改正建設業法と改正
物流法に基づき、ガイドライン等を早期に示し、業界外も含めた周知の徹底、価
格転嫁の円滑化を図るとともに、国及び地方自治体に加えて民間同士の取引につ
いても、労務費の基準及び標準的運賃の活用を徹底する。くわえて、建設業につ
いては、公共工事設計労務単価の適切な設定、建設キャリアアップシステムの拡
大、受発注者を実地調査する建設Ｇメンの体制強化により、トラック運送業につ
いては、トラックＧメンの機能強化等により、処遇改善や取引適正化の取組を進
める。旅客自動車運送事業については、運賃制度改正の周知や賃金水準の実態把
握を行うとともに、業務効率化・省力化の取組を促す。

１ 賃金引上げをめぐる状況
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・青森県内企業の74.3％が賃上げ
実施の意向を持っている

・平均賃上げ率3.5%
【東奥日報社・ACP共同調査（東奥日報６月２３日）】

１ 賃金引上げをめぐる状況

東奥日報社・ACP共同調査
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東奥日報社・ACP共同調査
◆県内企業74.3％賃上げを実施
◆賃上げ率 推定平均3.53%
◆賃上げを実施する理由

 ・職員の就労意欲・満足度向上  72.8%
 ・物価高への対応  56.4%
 ・離職防止・定着率向上  55.6%

◆賃上げを実施しない理由
 ・電気・燃料費の高騰     43.2%

 ・事業の先行き不安     35.1%
 ・自社の業績悪化      32.4%

【調査概要 青森県内331社回答（回答率67.1%） 回答業種 製造業、建設業７０社
卸売業68社 小売業４８社 運輸業22社 サービス業５３社】

１ 賃金引上げをめぐる状況
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【東奥日報社・ACP共同調査】

１ 賃金引上げをめぐる状況
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全国平均1,055円（2024年）

青森県 953円（2024年）

１ 賃金引上げをめぐる状況
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２ 建設業を取り巻く状況（就業者数に占める年齢層）
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２ 建設業を取り巻く状況（労働時間と出勤日数の現状）

出典：国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」 P7より
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２ 建設業を取り巻く状況
新規高等学校等卒業者職業紹介状況（令和６年６月） 青森労働局

令和６年３月の新規高等学校卒業者職業紹介状況
就職希望者 1,845人（過去最少）
県内希望 1,065人  県外希望 780人
県内求人数 4,869人  有効求人倍率 4.57倍

青森県内の推移
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３ 時間外労働の上限規制（労働時間の考え方）
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３ 時間外労働の上限規制（全体像）

１　原則
　　時間外労働：１か月４５時間以内、１年３６０時間以内　（３６協定　様式９号の３の２）

2　臨時的な特別な事情がある場合【特別条項】　　（３６協定　様式９号の３の３）
①　時間外労働　　　　　：１年７２０時間以内
　　時間外労働　　　　　：１月４５時間を上回る回数は年間６回まで
　　時間外労働＋休日労働：１月１００時間未満時間外労働

②　災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合【新：特別条項】
　※時間外+休日労働の以下の規制は適用しない

　☑　月１００時間未満　☑　２～６か月平均８０時間以内

労働基準
法第３３
条

非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働時間延長・休日労働届・許可（労働基準法３３条）

災害その他避けることのできない事由とは【許可基準】
地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応、（差し迫った恐れがある場合における事
前の対応を含む）、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認められます。

※　上記建設業の上限規制は適用されない

働き方改
革への対
応

〇労働時間短縮の取組
〇過労死を発生させないための労務管理

建設業の
上限規制
（2024.
4.1～）


Sheet1

				建設業の上限規制（2024.4.1～） ケンセツギョウ ジョウゲン キセイ		１　原則　
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３ 時間外労働の上限規制
〇時間外労働・休日労働等を行う手続きについて

令和6年4月1日から36協定様式は4種類になりました
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３ 時間外労働の上限規制
〇時間外労働・休日労働等を行う手続きについて

除雪業務が行われて時間外・休日労働が1か月１００

時間を超える見込みがある場合は、次の届出で対応
が可能

・36協定（様式9号の３の３）（記載例参照）

〇時間外・休日労働120時間（※）までは36協定の次
の欄で対応が可能（厚労省記載例）

「②災害時における復旧及び復興の事業に従事する
場合」
※「120時間」は厚労省36協定記載例から引用
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３ 時間外労働の上限規制など
〇36協定記載例



18

３ 時間外労働の上限規制など
〇36協定記載例
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３ 時間外労働の上限規制など
〇時間外労働・休日労働等を行う手続きについて

除雪業務等災害復旧・復興対応により時間外・休日労働
が特別条項（1か月120時間）を超えた場合は次の届出
ができます

３３条届（様式第６号（第１３条第２項関係））の
届出

「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働
届」
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３ 時間外労働の上限規制など
〇非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働届
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担当者 日 開始時刻 終了時刻 労働時間
1月25日 22:00 2:00 4:00
1月26日 22:00 2:00 4:00
1月27日 23:00 2:00 3:00
1月28日 23:00 2:00 3:00
1月29日 0:00
1月30日 23:00 2:00 3:00
1月31日 23:00 2:00 3:00

20:00

〇〇県道〇〇地区除雪班
【記入例１　別添１】

合計

浅虫　一男

担当者 日 開始時刻 終了時刻 労働時間
合浦　一男、
合浦　二郎、
合浦　三郎、
堤町　一郎、
堤町　二郎

2月20日 23:00 6:00 7:00

7:00

▲▲県道▲▲地区除雪班

合計

【記入例２　別添２】

担当者 日 開始時刻 終了時刻 労働時間
合浦　一男、
合浦　二郎、
合浦　三郎、
堤町　一郎、
堤町　二郎

2月25日 10:00 17:00 6:00

6:00

【記入例３　別添３】
〇〇住宅除排雪班

合計

豪雪災害対策本部設置により6日間
非常災害の理由による時間外労働
（添付書類）

委託契約により1日間
非常災害の理由による時間外労働
（添付書類）

倒壊のおそれのある住宅等の除排雪
非常災害の理由による休日労働
（添付書類）

３ 時間外労働の上限規制など
〇非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働届
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３ 時間外労働の上限規制など
〇非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働届
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４ 企業の取組事例①

駿河重機建設㈱（静岡県静岡市）
・総合建設業 ・従業員数35名

◆働き方のポイント
建設業のイメージを覆す改革で１００年企業への成長を図る

〇グループで作業に当たる

・時間単位の年休制度を設け、一人が年休を取得する際に
は他の現場から応援が行う体制ができあがっている
〇ICT建機の導入
・ICT建機を導入し、作業の自動化で少ない人数で効率よい
作業の実施
〇残業０Hと年休取得率100％達成
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４ 企業の取組事例②

なかじま建設㈲（富山県射水市）
・総合足場仮設業 ・従業員数１４名

◆働き方のポイント

働き方改革に取り組み、社員と家族が安心して働ける企業
を作る
〇働き方改革の意義と必要性を理解して改善
〇助成金を活用して働き方改革を実現
・業務改善助成金を活用してフォークリフトを購入

働き方改革推進支援助成金を活用して積算・工程管理・労
務を一体的に管理するシステムを導入
〇未経験者や女性が働きやすい職場づくり

・安全で効率的な作業環境により未経験者や女性が働きや
すい職場となった



25

４ 企業の取組事例③

真柄建設㈱（石川県金沢市）
・総合工事業（建設工事・土木工事） ・従業員数258名

◆働き方のポイント

経営労務診断を活用した働き方改革の加速と人を大切にす
る企業の実現へ
〇社労士診断認証制度を活用した経営労務診断の実施

〇男子社員の育児休業取得率向上
・２０２２年１２月まで述べ人数１３名が取得

〇１級建築士資格取得支援制度

・リスキリング志向が高まり、専門人材の育成により生産性
向上につながった
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
業務改善助成金（８コマのうち１コマ）
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
業務改善助成金（８コマのうち２コマ）
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
業務改善助成金（８コマのうち３コマ）
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
業務改善助成金（８コマのうち４コマ）



30

5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
業務改善助成金（８コマのうち５コマ）
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
業務改善助成金（８コマのうち６コマ）
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
業務改善助成金（８コマのうち７コマ）
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
業務改善助成金（８コマのうち８コマ）
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活用事例

業務改善助成金

5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
業務改善助成金（活用事例）
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
「働き方改革推進支援助成金」勤務時間インターバル導入コースのご案内

利用の流れ

（注意）本助成金は国の予算額に制約
されるため、１１月２９日以前に、予告な
く受付を締め切る場合があります。
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
「働き方改革推進支援助成金」勤務時間インターバル導入コース助成内容
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
働き方改革推進支援助成金（事例）

活用事例
勤務時間インターバルコース
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進コースのご案内
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進コースのご案内
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
働き方改革推進支援助成金（事例）

活用事例
労働時間短縮・

年休促進支援コース
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活用事例
労働時間短縮・

年休促進支援コース

5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
働き方改革推進支援助成金（事例）
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
「働き方改革推進支援助成金」業種別課題対応コース（建設業）のご案内

利用の流れ

（注意）本助成金は国の予算額
に制約されるため、１１月２９日
以前に、予告なく受付を締め切
る場合があります。
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
「働き方改革推進支援助成金」業種別課題対応コース（建設業）の助成内容
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5 賃金引上げ・働き方改革で活用できる助成金について
働き方改革推進支援助成金（事例）

活用事例
業種別課題対応コース（適用
猶予業種等対応コース）
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活用事例
業種別課題対応コース（適用
猶予業種等対応コース）
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長時間労働者への面接指導（過重労働による健康障害防止の
ために事業者が講ずべき措置）
・時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えて、かつ、本人の申し出
を受けて医師の面接指導を行います

〇常時50人未満の事業場は、地域産業保健センターを利用できます。
東青地域産業保健センター（青森市医師会館内） 電話 017-777-1501
弘前・黒石地域産業保健センター（弘前市医師会内） 電話 0172-32-2371
八戸地域産業保健センター（八戸市医師会内） 電話 0178-43-3954
五所川原地域産業保健センター（西北五医師会内） 電話 0173-35-0059
十和田・三沢地域産業保健センター（上十三医師会内）電話 0176-51-6923
むつ下北地域産業保健センター（むつ下北医師会内） 電話 0175-23-5280

６ 長時間労働者の健康管理
〇長時間労働者への面接指導
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・労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して判断（令和3年9月一部改正）

・

６ 長時間労働者の健康管理
〇 脳・心臓疾患の労災認定基準
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６ 長時間労働者の健康管理
（時間外労働 1か月60時間超の留意点）

① 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げ
られました（令和５年4月1日～（中小事業主））

・時間外労働（60時間以下） カレンダー白色部分 25％
・時間外労働（60時間超） カレンダー緑色部分 50％
・法定休日労働 カレンダー赤色部分 35％

※法定休日労働は労働時間が8時間超えてからも 35％
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